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令和３年度私立専修学校専門課程授業料等減免補助金 

 

 

１ 趣旨 

「大学等における修学の支援に関する法律」（令和元年法律第８号。以下「法」という。）第７条第１項

の確認を受けた岩手県内に所在する私立専修学校専門課程（以下「専門学校」という。）の設置者が行う

法第８条第１項の規定に基づく授業料及び入学金の減免（以下「授業料等減免」という。）に要する経費

について補助するもの。 

 

２ 補助対象となる専門学校 

  法第７条第１項の規定に基づき、令和元年度及び令和２年度に岩手県知事から一定の要件を満たすこと

の確認を受けた専門学校 

 

３ 補助対象となる経費 

法第８条第１項の規定に基づき、専門学校の設置者が「大学等における修学の支援に関する法律施行規

則」（令和元年文部科学省令第６号）で定める基準及び方法により特に優れた者であって経済的理由によ

り極めて修学に困難があると認定した者に授業料等減免を行うために要する経費 

 

４ 制度の概要 
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５ 令和３年度スケジュール（予定） 

内容 時期 

⑴ 交付申請書提出依頼 ５月 

⑵ 交付申請 ５月末 

⑶ 交付決定 ７月 

⑷ 概算払（入学金減免＋４～９月授業料減免相当分） ８月 

⑸ 変更交付申請 10月 

⑹ 変更交付決定 12月 

⑺ 概算払（10～12月授業料減免相当分） １月 

⑻ 実績報告 ３月 

⑼ 精算払 ４月 

 

６ 留意事項 

(１) 補助対象となる専門学校は、「高等教育の修学支援新制度 授業料等減免事務処理要領（第２版）」（令

和３年３月 文部科学省作成）に従って授業料等減免事務を行うこと。 

(２) 新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した学生等について、急変後の所得の見込

みにより要件を満たすことが確認できれば、授業料等減免の対象となることから、補助対象となる専門

学校においては、対象となる生徒に対し周知をお願いしたいこと。（令和２年３月 30日学第 928号岩手

県政策地域部学事振興課総括課長通知「新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した

学生等への支援等について」を参照のこと。） 

(３) 当該補助金の補助対象となるには、岩手県知事から法第７条第１項の規定に基づく要件の確認を受け

る必要があり、令和３年度の確認に係る申請書の提出については、令和３年５月６日付け学第 99 号岩

手県ふるさと振興部学事振興課総括課長通知「大学等における修学の支援に関する法律に基づく機関要

件の確認に係る申請書の提出について」を参照の上、対応いただきたいこと。 

                 


